
「管
理
不
全
空
家
等
」と
は
、
空

家
法
の
改
正
（令

和
5年

12
月
）

に
よ
り
新
た
に
設
け
ら
れ
た
区

分
で
、
「適

切
な
管
理
が
行
な
わ

れ
て
い
な
い
こ
と
に
よ
り
そ
の
ま

ま
放
置
す
れ
ば
特
定
空
家
等
に

該
当
す
る
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
の

あ
る
状
態
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

空
家
等
」を
指
す
。
（空

家
法
第

13
条
第
1項

）

資
料
２

管
理
不
全
空
家
等
に
対
す
る
状
況

中
部
地
方
整
備
局
作
成
資
料
か
ら
引
用



〇判定基準について

策定済み 2 名古屋市、岡崎市

半年以内 5

令和６年度中 17

来年度以降 4

未定 21

予定なし 5

〇ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ以外の独自の基準項目

あり 3
・指導に対する態度　・所有者不存在の場合
・文書による指導を行っても改善が見られない場合
・地元要望書の提出がある場合　等

なし 37

〇認定や措置について

空家担当課 6

協議会へ諮問 10

その他 6
・内部委員会や庁内会議に諮問
・空家担当課で認定後、協議会へ報告

未定 19

〇空家等対策計画への記載

記載している 6

検討中 32

予定なし 16

管理不全空家等に係る県内市町村の状況

・ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ：管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図る
　　　　　　　ために必要な指針


